
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人早稲田逸郎の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。

　論旨第一点について。

　原判決の証拠に援用した第一審第二回公判調書によれば、原審裁判長は被告人に

対し、被告人が原判示の如く指定輸出品を関東州大連市又は満州国奉天市に密輸出

したとの記載のある予審終結決定書の犯罪事実を読聞けており、被告人はそれに対

して「取引サレタ品物ヤ日時ハソノ通リデスガ主トナツテ居タノハＡデアリ私ハ使

イヲシテ遣ツタノデアリマス」と述べていて、奉天市に密輸出したことについては

争つてはいないし、又原判決の証拠に援用した証人Ｂに対する予審判事の昭和二〇

年九月二四日附訊問調書によれば、予審判事が同証人に対し、被告人が原判決第二

の事実のとおり奉天市に密輸出したとの記載がある予審請求書中の公訴事実の第二

の（三）の（ロ）の犯罪事実を読聞けていて、同証人はそれに対して「共ノ通リ町

違アリマセヌ」と答えているのであるから、原判決はこれらの証拠によつて所論の

事実を認定したのであつて、証拠によらずして罪となるべき事実を認定したもので

はない。それゆえ論旨は理由がない。

　同第二点について。記録を調査すると、原審第一回（昭和二二年五月二一日）よ

り一一回（同二四年一月二八日）各公判期日に被告人より病気（ロイマチス性多発

関節炎）を理由として期日延期申請を為しているが、各同とも診断書には療養期間

として二ケ月或いは三ケ月と記されており、次で第一二回公判期日（同年四月二〇

日）においても被告人より前記病気を理由として二ケ月の療養期間を要する旨の診

断書を提出して公判期日延期願を出して出頭しなかつたものである。そこで原審は

右診断書記載の療養期間より更に四〇日以上も先に第一三回公判期日（同年八月一
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日）を定めたのであるが同期日にも又被告人よう前記病気を理由として公判期日の

延期を申請した。原審は該申請を却下して被告人不出頭のまま審理して弁論を終結

し、同年九月一二日判決を言渡したものである。そして前記第一三回公判期日の延

期申請書に添えられた診断書には、被告人が慢性多発性関節ロイマチスにかかつて

いて安静加療を要すると記載されているだけであつて、公判廷に出頭することがで

きないような病状であることは少しも示されていない。それゆえ、原審右の診断書

の記載や前記のような事情で公判期日が度々変更されてきた状況等を綜合して、被

告人は前記第一三回公判期日に旧刑訴法第四〇四条後段に所謂正当の事由なくして

出頭しなかつたものと認めて被告人の陳述を聴かないで審理を進め判決をしたこと

はもとより正当であつて原審の訴訟手続には所論のような違法はない。また原審弁

護人は昭和二四年四月二〇日の原審第一三回公判期日には出頭して同年八月一日の

次回公判期日の告知を受けながら、右公判期日の延期申請もせずに第一二回公判期

日に出頭しなかつたことは記録によつて明らかである。されば、原審弁護人はみづ

から公判期日に出頭しないで弁護権を行使しなかつたに過ぎないのであつて、原審

が所論のように弁護権を不法に制限したものではないから論旨は理由がない。

　同第三点について。

　記録によると、被告人が昭和二四年七月一五日附を以てした公判期日延期申請書

の上欄には裁判長の許否の欄が押されており、その欄内「否」とある部分に裁判長

の印があるから前記公判期日の延期申請に対しては明かに却下の命令があつたもの

と認あ得べく、又同年九月九日附の被告人の公判延期申請書は同年九月一二日原審

判決宣告期日に原審裁判所に受理されているに拘らず、右期日には公判が開かれて

いるのであるから、該期日の開かれたこと自体によつて右延期申請に対し却下命令

のあつたことを推認することができる。それゆえ論旨は何れも理由がない。同第四

点について。　原審の適用した昭和一八年六月二六日商工王省告示第五五三号の四
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五九には単に「白金」とあること所論のとおりであるが、右告示の五二一には「貴

金属製品」とあつて、本件白金指輪はこれに該当しその翰出は禁じられているもの

であるから、原判決が右告示を適用したことには何等法令の適用の誤りはなく、論

旨は理由がない。

　同第五点について。

　罰金刑の言渡を受けた者が罰金を完納することができない場合の労役場にあける

留置は、刑の執行に準ずべきものであるから、留置一日に相応する金銭的換価率は、

必ずしも自由な社会における勤労の報酬額と同率に決定さるべきものではなく、旧

刑訴法事件において一日二〇円の換算であつても、基本的人権と法の下における国

民の平等を保障した憲法の条項に反するものではないこと、当裁判所の判例（昭和

二三年（れ）第一四二六号同二四年一〇号五日大法廷判決）の示すとおりである。

されば、原審が被告人において罰金を完納することができないときは金五〇円を一

日に換算した期間被告人を労役場に留置すると言渡したことは、何ら人権蹂躙の裁

判でもなく刑の不当な加重にも当らないから論旨は理由がない。

　同第七点について。

　原判決挙示の第一審第二回公判調書に記載されている被告人の供述が強制等によ

るものと認むべき証拠はないし、又右公判廷において被告人は検事に対する供述内

容と同一のことを述べているからといつて所論の如く検事に対する被告人の供述に

よつて判示事実を認定したものということはできない。それゆえ、論旨は理由がな

い。

　よつて本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴法第四四六条に従い主文のとおり

判決する。

　以上は当小法廷裁判官全員の一致した意見である。

　検察官　茂見義勝関与
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　　昭和二六年一月二三日

　　　　　最高裁判所第三小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　井　　　土　　　　　　　登

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　島　　　　　　　　　　　保

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　河　　　村　　　又　　　介

　裁判官穂積重遠は差支えの為署名捺印することができない。

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　井　　　上　　　　　　　登
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